
 

 

 

  

                                                 

 １．試験職種・受験資格及び採用予定人員 

試 験 職 種 受 験 資 格 

保健師 

（若干名） 

 

・昭和４７年４月２日以降に生まれた人 

・保健師免許を取得している人又は令和４年度末までに取得する見込みの人 

 
 
地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人は，上記の資格適合者であっても，受験できません。 

［地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人］ 

※禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者    

※矢掛町職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない者等 

※日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を 

 結成し，又はこれに加入した人 

●地方公務員法第22条に基づき，６ヶ月間は条件附採用となります。 

●免許・資格を取得できなかった場合は，採用を取り消させていただきます。 

 

２．受験申込 

（１）提出書類 

●受験申込書（町指定用紙）●履歴書（町指定用紙に自署・写真〔６ヶ月以内に撮影したもの〕を添付） 

●卒業証明書（最終学歴）又は卒業見込証明書 ●欠格条項申告書 

●保健師免許証の写し（取得見込者は、取得予定証明又は科目履修証明書） 

  ※矢掛町のホームページから必要な様式がダウンロードできます。 http://www.town.yakage.okayama.jp/  

※郵便で申込書を請求する場合は，封筒の表に『受験申込書請求（保健師）』と朱書きし，宛先明記の返信用 

封筒［Ａ４判書類の入る大きさで１２０円切手貼付］を同封してください。 

（２）受付期間 

令和４年７月１９日（火）～ ９月１６日（金）必着  

●郵送の場合は書留とし，受付期間必着のこと。 

●受付時間は，午前８時３０分～午後５時１５分（ただし，土曜日・日曜日・祝日は，持参による受付はできません。） 

（３）申込先・問い合わせ 

    〒７１４－１２９７ （役場専用） 

    岡山県小田郡矢掛町矢掛３０１８番地 矢掛町役場 総務防災課人事給与係 

    ℡０８６６－８２－１０１０  

    ※その他，試験について不明な点は，総務防災課人事給与係へお問い合わせください。 

 



 

３．試験の内容 

●第１次試験       

令和４年１０月１６日（日） ○試験科目：専門試験（保健師），事務・性格適性検査 

●第２次試験：第１次試験合格者のみに通知します。（１１月中旬予定） ○試験科目：個人面接 

●試験会場：矢掛町役場 

４．給 与 矢掛町の規定により支給（令和３年度実績） 

■職歴・学歴によって給料月額加算あり 
■各種手当  
期末勤勉手当（４．４５ヶ月）・通勤手当 
時間外勤務手当  
【条件に応じて】住居手当・扶養手当  

     

 

■開示の案内 

 請求できる人・・・第１次試験不合格者 

    請求期間・・・・・第１次合格発表から１ヶ月間（閉庁日を除く） 

    開示内容・・・・・本人の教養試験・作文の点数 

 

  ◆新型コロナウイルス感染症への対応について◆ 

   新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては，採用試験の実施にあたり，日程，会場， 

   試験内容の変更等を行う場合があります。変更等を行った場合は，矢掛町のホームページにおいて 

   お知らせいたしますので，受験前にご確認ください。 

 

職  種 給 料 月 額（初任給） 

保健師 １８８，７００円～ 


